
■　募集内容

■　受付期間

　　 令和６年７月１日付け採用者を令和６年４月19日（金）まで募集します。　

■　面接予定日

　　 令和６年５月中旬～下旬を予定しています。

■　任用期間

令和６年７月１日から令和７年３月31日までの任用となります。

地方公務員法の規定に基づき、採用時は全て条件付きのものとし、採用後１か月を良好な成績で勤務したときに正

　式採用となります。

■　勤務時間

　　 原則として、月曜日から金曜日までの午前８時45分から午後５時30分までのうち、１日６時間、１週間当たり30時間の

　勤務となります。

■　勤務条件

　　 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12月29日から１月３日まで）は、原則として休みです。

　　 業務内容や勤務場所により、土曜日、日曜日、祝日が勤務日となる場合があります。

　　 年次有給休暇は、勤務すべき日の８割以上勤務している場合、６か月勤務後に10日間付与されます。

■　報酬額等

　　 報酬は日額制です。このほか通勤のために要する費用に相当する額が支給されます。

　 　【参考（令和６年度の報酬額）】

通勤費

認定額※３

　　 上記の額から所得税及び社会保険料等が控除されます。

　　 ※１　個々人の年齢や勤務経歴により、報酬額は異なります。

※２　道に任用される期間が通算して６か月に満たない場合は支給対象外です。

※３　通勤費は、日額換算で支給します。ただし、通勤距離が２キロメートル未満は支給対象外です。

■　社会保険など

　　 それぞれの法令の定めるところにより、社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）の被保険者となります。

　　 公務若しくは通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合は、定数内職員の例により補償されます。

■　応募要項

　　 応募については、専用の履歴書がありますので、電話などにより専用履歴書を請求の上、必要事項を記載し、提出し

 　てください（持参の場合、平日の午前８時45分から午後５時30分までの間）。

　 　面接日時等については、令和６年５月上旬までに御連絡します。

　　 なお、履歴書の返却はできません。応募に係る履歴書は、当方の責任において廃棄します。

　　 応募者が多数の場合は、受付期間終了前に締め切る場合があります。

 　　◎　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 　　◎　北海道職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

　 　◎　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

　　　 党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

職　　種 業務内容 勤務場所 募集人数

　事務補助
　一般事務の補助的な業務
　受付業務
　来客・電話対応業務等

１名程度旭川方面本部（旭川市１条通25丁目）

※履歴書は、令和６年４月19日(金)必着

報酬日額 報酬月額（21日/月として） 期末勤勉手当

5,976～7,233円※１ 125,496～151,893円 勤務実績に応じて支給※２

次のいずれかに該当する人は、採用面接を受けることができません。

その他、不明な点がありましたら

お気軽にお問い合わせください。

　　

◎問い合わせ先及び書類の提出先

北海道警察旭川方面本部警務課警務第一係
　　〒０７８-８５１１　旭川市１条通２５丁目４８７－６

　　代表（０１６６）３５-０１１０（内線２６２３）


